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運営推進会議について 
 

注意事項 
（次の内容は厚生労働省の通知等に基づいて今後内容が変更する場合があります） 

・東近江市指定地域密着型サービス事業所における運営推進会議等の設置及び運営に関するガ

イドラインに基づいて開催をしてくだい。 

・開催頻度は運営基準に基づいて開催してください。 

・書面で開催する場合は『運営推進会議開催方法の臨時的取扱いについて(事務連絡通知：令和

３年９月 27日発出)』において、留意点に沿った内容で開催してください。 

・運営基準の内容に沿った開催をしてない場合、運営基準を満たしていないこととなり指導対

象となる場合があります。 

・報告書は構成員（委員）宛てに提出してください。 

 

地域との関わり事例（令和４年度運営推進会議報告書より抜粋） 

・避難訓練は地域住民を交えて開催。職員が車椅子の介助方法を住民へ説明。 

・近隣企業等の協力を得て大掃除を行った。 

・地域サロンに出向き、認知症に関する講座を開催した。 

・地域住民に呼びかけし、事業所でラジオ体操を開催した。 

・地域住民から野菜や果物の提供。 

・事業所が休所日に地域交流のための場所を提供し、地域課題等を見出す機会を作りたい。 
 

事業運営（令和４年度運営推進会議報告書より抜粋） 
・夜間帯に、夜勤者１人で避難訓練を行い避難方法の確認や足元灯の必要性を感じ、日中帯の

避難訓練では気が付かなかった問題がわかり対策を立てることができた。 

・ヒヤリハットを日々報告し、大きな事故防止へと繋げている。 

・学生の職業体験を受入れた。 

・短期間に同じ内容のヒヤリハット報告がある。具体的な対策がされていない。 

・事故報告に合わせて具体的な対策をしている。 

・新型コロナウイルス感染症の影響で、地域との関わりがほとんどなくなった。 

・外出機会が減ったが、ドライブでお花見や紅葉を楽しみ、施設敷地内で焼き芋をした。 

・認知症の利用者へのマスク着用の対応に困っている。 

・事業所内での畑での野菜収穫を行った。 

・見守り機器を導入体験し、介護事故の検証や居室巡回等のタイミングを計り職員の介護負担

軽減を目的とし検討をしている。 

・家族面会は、感染症対策のため窓越しで行ったり、相談室等の別室で時間を設けたりパーテ

ーション超しで行っている。 

 

注意事項 
・運営推進会議報告書の未提出の事業所があります。各構成員（委員）に必ず提出をしてくだ

さい。 
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